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国
保
資
格
喪
失
後
の

医
療
機
関
受
診
に
つ
い
て

　

三
春
町
国
保
の
資
格
喪
失
後

（
職
場
の
社
保
加
入
、町
外
転
出
な

ど
）に
国
保
を
使
っ
て
医
療
機
関

を
受
診
し
た
場
合
、町
が
負
担
し

た
医
療
費
（
７
〜
８
割
）を
不
当

利
得
と
し
て
返
還
し
て
い
た
だ
く

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

返
還
額
は
高
額
に
な
る
こ
と
が

あ
り
、
手
続
き
に
も
時
間
的
負
担

が
か
か
り
ま
す
。
新
た
に
社
保
等

に
加
入
さ
れ
た
際
は
、
新
し
い
資

格
確
認
書
等
を
持
参
の
う
え
、
住

民
課
窓
口
に
て
速
や
か
に
国
保

脱
退
の
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。
国
保
の
脱
退
手
続
き
は
、
郵

送
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

※
マ
イ
ナ
保
険
証
登
録
済
の
方
も

　
脱
退
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
新
し
い
資
格
確
認
書
等

が
お
手
元
に
届
く
前
に
医
療
機
関

等
を
受
診
さ
れ
る
際
は
、「
健
康

保
険
の
加
入
手
続
き
中
」
で
あ
る

旨
を
医
療
機
関
等
の
窓
口
へ
お
伝

え
く
だ
さ
い
。

■問
住
民
課
国
保
年
金
グ
ル
ー
プ

　

☎
０
２
４
７
‐
62
‐
２
１
４
７

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」に
つ
い
て

　

受
診
さ
れ
た
医
療
機
関
か
ら
の

請
求
書
に
基
づ
き
、
医
療
費
通
知

を
送
付
し
て
い
ま
す
。（
請
求
の

関
係
に
よ
り
、
対
象
期
間
に
受
診

し
て
い
て
も
記
載
さ
れ
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。）

★
国
民
健
康
保
険

▼
通
知
時
期

　

令
和
８
年
２
月
発
送
予
定
（
令

和
７
年
６
月
〜
10
月
診
療
分
）

※
確
定
申
告
を
急
が
れ
る
場
合
は
、

　

領
収
書
に
よ
り
申
告
手
続
き
を

　

お
願
い
し
ま
す
。な
お
、令
和
７
年

11
月
お
よ
び
12
月
診
療
分
は
、今

　

年
度
の
医
療
費
通
知
に
は
記
載
さ

　

れ
ま
せ
ん
の
で
、確
定
申
告（
医
療

　

費
控
除
）に
医
療
費
通
知
を
使
用

　

さ
れ
る
予
定
の
方
は
、領
収
書
を

　

大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
医
療
費
通
知
の
再
発
行

令
和
７
年
１
月
〜
５
月
診
療
分
ま

で
の
医
療
費
通
知
の
再
発
行
は
、世

帯
主
ま
た
は
同
じ
世
帯
の
方
の
み
申

請
が
で
き
ま
す
。身
分
証
明
書（
運
転

免
許
証
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
等
）

を
ご
持
参
の
上
、住
民
課
国
保
年
金

グ
ル
ー
プ
で
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■問
住
民
課
国
保
年
金
グ
ル
ー
プ

　

☎
０
２
４
７
‐
62
‐
２
１
４
７
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地域から信頼され、明るく活気溢れる最先端工場を目指しています

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書

に
つ
い
て

要
介
護
１
以
上
の
方
を
対
象
に
、

所
得
税
や
個
人
住
民
税
の
「
障
害

者
控
除
」
の
適
用
を
受
け
る
た
め
の

『
障
害
者
控
除
対
象
認
定
書
』
を

交
付
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
三
春
町
の
申
告
会
場

で
申
告
さ
れ
る
方
等
は
、
当
該
認

定
書
は
不
要
で
す
。
税
務
署
で
申

告
さ
れ
る
方
等
は
、
認
定
書
が
必

要
で
す
の
で
お
申
出
く
だ
さ
い
。

お
む
つ
に
係
る
費
用
の
医
療
費
控
除

に
つ
い
て

　

傷
病
等
の
た
め
、概
ね
６
か
月
以

上
寝
た
き
り
で
、お
む
つ
の
使
用
が

必
要
と
認
め
ら
れ
た
方
は
、医
療
費

控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
象
者
に
は
「
医
療
費
控
除
」の
適

用
を
受
け
る
た
め
の
『
お
む
つ
代
の

医
療
費
控
除
の
証
明
に
必
要
な
事

項
の
確
認
書
』を
交
付
し
ま
す
。

■問
認
定
書
・
確
認
書
に
関
す
る
こ
と

保
健
福
祉
課
介
護
保
険
グ
ル
ー
プ

　

☎
０
２
４
７
‐
62
‐
３
１
６
６

税
の
申
告
に
関
す
る
こ
と

　

税
務
会
計
課
課
税
グ
ル
ー
プ

　

☎
０
２
４
７
‐
62
‐
８
１
２
７

詳しくは詳しくは
こちらこちら

詳しくは詳しくは
こちらこちら

★
後
期
高
齢
者
医
療

▼
通
知
時
期

令
和
８
年
２
月
下
旬
よ
り
順
次

発
送
予
定
（
令
和
７
年
１
月
〜
12

月
診
療
分
）

※
確
定
申
告
を
急
が
れ
る
場
合
は
、

　

領
収
書
に
よ
り
申
告
手
続
き
を

　

お
願
い
し
ま
す
。

※
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
医
療
費
通

　

知
が
必
要
な
場
合
は
、
令
和
８

　

年
２
月
下
旬
以
降
に
住
民
課
国

　

保
年
金
グ
ル
ー
プ
で
手
続
き
を

　

し
て
く
だ
さ
い
。

■問
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
医
療
費

　

の
お
知
ら
せ
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
１
２
０
‐
１
０
１
‐
６
２
２

▼
受
付
日
時

　

１
月
15
日（
木
）〜
３
月
19
日（
木
）

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

　

※
土
日
祝
日
を
除
く

郡
山
公
証
役
場
が
移
転
し
ま
し
た

　

令
和
７
年
12
月
１
日
か
ら
、
郡

山
公
証
役
場
が
移
転
に
な
り
ま
し

た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
所
在
地

変
更
前
：
〒
９
６
３
‐
８
０
１
７

　

郡
山
市
長
者
一
丁
目
７
番
20
号

　

東
京
海
上
日
動
ビ
ル
２
階

変
更
後
：
〒
９
６
３
‐
８
０
１
７

　

郡
山
市
長
者
一
丁
目
７
番
20
号

　

東
京
海
上
日
動
ビ
ル
６
階

※
電
話
番
号
お
よ
び
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号

　

は
従
前
ど
お
り
で
す
。

■問
郡
山
公
証
役
場

　

☎
０
２
４
‐
９
３
２
‐
６
０
３
７

三春町国民健
康保険の資格
喪失後の受診
について（無
資格受診にご
注意ください）

三春町国民健
康保険の加入・
喪失の手続き
について

詳しくは詳しくは
こちらこちら


